
 

 

請     願     書 

 

請願番号  第 ２９ 号 受理年月日 令和５年１２月１２日 

請 願 者 
住 所 ○○○○○○○○○○ 

代表者 近藤 泰介 

紹 介 議 員 鈴木 茂 

付託委員会 総務常任委員会 結 果 採択 

 

１ 件 名 期日前投票所を市内の東西南北にバランスよく設置することに関

する請願 

 

２ 要 旨  期日前投票所を市内の東西南北にバランスよく設置することで、

投票日に、投票所まで行くことができない人の便宜を図る。 

 

３ 理 由  令和５年１２月３日現在で市内の期日前投票所は、以下の４か

所にある。 

・市役所本庁舎東棟 1階（本町３－１－１） 

・上尾市プラザ２２ ２階会議室（上尾駅西口・ライオンズタワ 

ー上尾２階）（谷津２－１－５０） 

・尾山台出張所（瓦葺２５２８－３） 

・アリオ上尾 ２階会議室（壱丁目３６７） 

 市役所本庁舎と上尾市プラザ２２は、上尾駅付近にある。尾山

台出張所は瓦葺にあり、市内の南東にある。アリオ上尾は壱丁目

にあり、市内の西にある。そのため北西と北東には期日前投票所

が１つもないという状態である。地図１をご覧いただきたい。期

日前投票所のある場所に黄色のマーカーを引いた。アリオに関し

ては便宜上、近くの市民体育館にマーカーを引いた。 

  

 期日前投票所を設置する意義は大きく２つあると考える。 

①投票率を上げること 

②投票日に投票に行けない人の便宜を図ること 

である。 

 

 これまでアリオに期日前投票所を設置したこと、イオンモール

上尾（上尾市愛宕３－８－１）に設置する請願が認められたこと

は、投票率を上げる観点（①）と推測される。それに対して今回

の請願は、投票日に投票に行けない人の便宜を図ること（②）に

ある。北東と北西に住む人が期日前投票を行う場合、一番近い上



 

尾市役所又は上尾市プラザ２２を使うことが予想される。そして

両者ともほぼ上尾駅付近であるため、車で行くか、電車を乗り継

いで行く必要がある。しかし高齢者が免許を返納している場合、

車を自分で運転することができない。バスを使う場合は、ぐるっ

とくんを利用することになるが、現状では利便性が高いとは言え

ない。また、電車を乗り継いで行くのは、高齢者にとって大変な

労力を要する。そこで北東と北西に期日前投票所が１つずつあれ

ば、大分利用しやすくなる。例えば北東には上平支所（上平中央

３－３１－５）がある。北西には大石支所（中分１－２３２）、大

石公民館（小泉９－２８－１）がある。南西には平方支所（平方

１７１３－１）。先ほどのアピマップに、今度は赤のマーカーを追

加で引いた。（地図２） 

 市内にバランスよく期日前投票所が設置されたことが分かると

思う。私は、期日前投票所を東西南北にバランスよく設置するこ

とを希望する。 

 

※請願書には地図１・２が添付されている。 



地図１ 

 

 

  



地図２ 

 

 


